
物品貸与期間一覧表（玉之浦支所） 
物  品  名 貸与期間  ＜猶予事項＞ 

車椅子(自走式) 

 

一般…１ヶ月  ＜各申請や生活状況に応じ 3 ヶ月内＞ 

施設等各事業所…行事日またはその前後日 

公的行事「選挙・ｽﾎﾟｰﾂ大会等」…必要な期間 
*一般に貸与できる台数を残し、可能な範囲で 

リクライニング車椅子 

 

一般…１ヶ月  ＜各申請や生活状況に応じ 3 ヶ月内＞ 

施設等各事業所…行事日またはその前後日 

公的行事「選挙・ｽﾎﾟｰﾂ大会等」…必要な期間 
*一般に貸与できる台数を残し、可能な範囲で 

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ用具 

 

 
グラウンドゴルフ（ポールポスト・ポール・旗・スタートマット） 
1 週間 

歩行器 

 

 
一般…１ヶ月＜各申請や生活状況に応じ３ヶ月内＞ 
 
注：要介護認定を受けている方は、介護保険制度の福祉用具貸与

を優先させていただきます。 

歩行器 

 

 
一般…１ヶ月＜各申請や生活状況に応じ３ヶ月内＞ 
 
注：要介護認定を受けている方は、介護保険制度の福祉用具貸与

を優先させていただきます。 

歩行器 

 

 
一般…１ヶ月＜各申請や生活状況に応じ３ヶ月内＞ 
 
注：要介護認定を受けている方は、介護保険制度の福祉用具貸与

を優先させていただきます。 

 


